
（様式１）

所管課名 ものづくり振興課 整理番号 ３－２－１

許認可等の種類

根拠法令条例
等・条項

許認可等の概要

審査基準
（未設定の場合
はその理由）

基準の制定根拠

標準処理期間
（未設定の場合
はその理由）

期間の制定根拠

昭和３５年法律第１３９号

２０日
　経由機関（地域振興局）　　３日
　処分庁　　　　　　　　　　　　１７日

過去の実績

行政手続法・行政手続条例適用の申請に対する処分に係る審査基準と標準処理期間

電気工事士免状の交付

電気工事士法第４条第２項

電気工事士免状の交付

未設定（法令等の規定において言い尽くされているため）

１　交付要件について（電気工事士法第４条第３項及び第４項）
　　第一種電気工事士試験合格者の実務経験について
　　・対象となる実務について（電気工事士法施行規則第２条の４第１項、平成７年１２月１
　　　日資源エネルギー庁公益事業部長通知）
　　・実務経験の必要年数について（電気工事士法施行規則第２条の４第２項）
２　免状交付における欠格事項について（電気工事士法第４条第５項）


